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Helen’s Style Bag 協会 『Mon favori(モン･ファボリ）』規約及び入会申込書  

  

  

Helen’s Style Bag 協会 Mon favori 規約    Ver.2018.12.15  

 

第一条.【名称 および 本部所在地】 

本会は Helen’s Style Bag（ヘレンズスタイルバッグ）と称する。  

協会本部は愛知県春日井市 ㈲プラスカンパニイ shop Blossom 内に置く。  

  

第二条.【Helen’s Style Bag 作品定義と権利】 

１.本部主宰者が考案した Helen’s Style Bag 技法を用い制作した作品をいう。  

(ディプロマコース作品、プライムコース作品、アクセサリーコース作品および本部主宰者が認めた品)  

２. Helen’s Style Bag 技法を用いた作品の著作権・意匠権は Helen’s Style Bag 協会に帰属する。  

  

第三条.【ディプロマコース】 

１.Helen’s Style Bag の制作･指導･販売に必要な資格の取得を目的とする。 

２.Helen’s Style Bag 協会オリジナルコードとツイードリボンを使用してバッグを製作する。 

３.レッスン内容とレッスン代・受講料・登録料 

(1)レッスン内容は全 3カリキュラムとする（クラッチバック 2点・応用バッグ 1点） 

(2)入会金：5,000 円。 

(3)ディプロマ・ライセンス料：25,000円 

(4)証明発行・添削手数料：5,000円 

(3)材料費：5,000～ ※作品によって異なる。 

(4)受講料：３時間 5,000円 ※延長料３０分毎に 500 円発生する。 

(5)資格取得後から他の応用作品のレッスンが可能。 

 

４.レッスン開始 

    (1)ディプロマ・ライセンス料・教材費(それぞれの掛率分)を講師にて指定の口座に振込む事。 

    (2)申込み用紙(署名)と振込確認用紙を貼り本部へ FAX 終了後からレッスン開始とする。 

    (3)確認後、必要キットを本部から送る事とする。 

 

５.作品合否判定 

(1)全て本部に提出する事。（※配送の際に作品の破損の無い様に梱包して下さい。） 

(2)材料は全てキットにての販売とする。 

(3)許可なくキットを勝手に作製する事は規約違反となる。（※類似品も不可） 

 

【注意事項】 

(1)当協会で取得されたテクニック等は他の協会・所属団体の作品に使用する事は出来ない。 

(2)当協会以外の資格保有者は入会前に事前に申告する事。 

(※活動内容によっては入会をお断りする事もあります。) 

    (3)当協会や他の生徒様に対し暴言や迷惑行為(反活動行為等含む)があった場合は顧問弁護士・弁理士 

に相談の上、法的措置をとる場合がある。 

    (4)キャンセルについて 

⚫ 当日キャンセル・・・・・受講料の１００％ 

⚫ ２週間から前日・・・・・受講料の５０％ 

※キャンセル時に次回の予約を入れた場合はキャンセル料は発生しない。 

      ※キャンセルは 1回のみ 
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第四条.【受講料・登録料・ライセンス料の支払方法】 

１.受講料は料金内訳（※HSB 講師は別紙参照）にて確認する事。 

(1)受講料のお支払いは完全前納制とし、指定口座へ振込む事。 

(2)受講料のお支払い期日は第一回目のレッスン迄とする。 

 

 

 

《振込先》：三菱東京 UFJ銀行 春日井支店 口座番号：1777045 

               口座名義：有限会社プラスカンパニイ 

(※振込完了後、担当講師と通じて本部へ連絡する事とする。) 

 

※振込明細書を添付 

 

 

 

 

第五条.【認定書】 

１. ディプロマ認定証の申請は、担当講師が本部に申請する事ができる。 

２. ディプロマ申請書を協会本部に送付し認定証を受け取る。 

 

第六条.【Helen’s Style Bag 認定講師への免除について】 

HSB 講師以上は登録料を免除とする。また、それぞれ講師ライセンスよりアクセサリーコースライセンス料 

に割引を適用する事とする。 

 

第七条.【退会について】 

１. 本会を退会する場合は本部に連絡する事とする。ただし、一旦退会した場合の認定教室の再開は認めら 

れません。また、習得したすべての技術の使用及びアレンジ、教材の販売を禁ずる事とする。  

２. 当アクセサリー作品の類似品をオリジナル作品と発表したりレッスンを行ったりと不適切な活動があっ

た場合は、協会運営に弊害･損害をもたらしたとみなし協会の判断により指導･販売可能な資格の抹消ま

たは強制退会及び法的措置をもって対処する場合がある。 

 

第八条.【規約の見直し・改定について】 

  本部が規約の見直しについて必要に応じて適宜見直しを図り規約の改定を実施する。 

（内容についてはメールやホームページにてお知らせ致します。） 

 

第九条.【附則】 

本規約は 2018年 12月 15日より施行。 
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上記会則に同意し入会いたします。  

 

年  月    日  

 

〒  

住所  

 

      

ＴＥＬ 

 

 

署名                             印 

 

ローマ字 

 

担当講師署名欄                            印 

 

 

コピーを 1 部ずつ保管し振込用紙を添付の上、原本を本部へ送付して下さい。（※ＦＡＸでも可） 

 

書類送付先：〒480-0305 愛知県春日井市坂下町 4-223-15 ㈲プラスカンパニイ Shop ブロッサム  

ＦＡＸ (0568）88-1096 

 

 

 

 

 

振込明細用紙貼付け 


